
下水道工事用材料販売業者採用要綱 

 

（目的） 

第 1条 この要綱は、本市の下水道工事に使用する鉄蓋類販売業者の採用について、必要な事項を定め

ることを目的とする。 

 

（採用基準） 

第 2条 鉄蓋類販売業者の採用基準は、次のとおりとする。 

（1）本市入札参加有資格者名簿において、物品種目「42 金属類」で登録していること又は本市入札

参加資格審査申請を行っていること 

（2）公益社団法人日本下水道協会において「下水道用鋳鉄製ふた」の認定を受けている工場又は国内

の公的機関で実施した製品成績証明書を提出できること 

（3）製品は、本市下水道用マンホール蓋仕様書を始めとする各種仕様書（以下「鉄蓋類仕様書」とい

う。）に適合するものであること 

（4）製品を製造するために必要な型式、機能、容量等の設備が設置され、当該設備の管理が適正に行

われていること 

（5）製品を検査するために必要な検査機器を備え､当該機器の管理が適正に行われていること 

（6）製造工程の適正な管理及び検査が行われていること 

（7）製品の保管及び輸送体制が適正に行われていること 

（8）工場に除害設備等を備え、その設備の管理が適正に行われていること 

（9）製品の緊急対応が適正に行えること 

 

（採用申請） 

第 3条 鉄蓋類販売業者の採用を受けようとする者（以下「鉄蓋類申請者」という。）は、製造工場を 1

工場指定して、第 1号様式による下水道工事用材料販売業者採用申請書（以下「申請書」という。）

に次に掲げる書類を添付して提出したうえ、次条に定める採用検査を受けなければならない。ただ

し、本市の承認があれば、一部の書類について提出を省略することができる。 

（1）大阪市入札参加資格審査結果通知書の写し又は本市入札参加資格審査申請を行っていることが

わかるもの 

（2）会社及び工場組織図、工場見取図がわかるもの 

（3）製造品名、生産能力がわかるもの 

（4）原料貯蔵設備及び成型設備、加工設備、試験設備、検査設備、除害設備、溶融設備、塗装設備が

わかるもの 

（5）使用材料配合表、使用材料試験成績表 

（6）工程管理表、検査規格がわかるもの 

（7）製品の保管方法及び製品の出荷輸送体制、緊急時の体制がわかるもの 

（8）公益社団法人日本下水道協会発行の下水道用資器材製造工場認定書がある場合はその写し 

 

2 採用決定を受けた販売業者（以下「採用者」という。）は、申請した製造工場以外の製造工場を指

定して新たに申請を行うことはできない。また、鉄蓋類申請者は、他の採用者が既に指定している

製造工場を指定して申請することはできない。 

 

3 試作品検査を行うための製品詳細図については、第 1項の申請書類の提出があった時に交付する。 

 

（採用検査） 

第 4条 採用検査は、製品検査及び工場検査を行う。 

2 製品検査は、申請品目の全製品について製品詳細図に基づき試作品を製作し、鉄蓋類仕様書に基

づき、材質検査を始めとする各種検査を行うものである。ただし、本市の承認があれば、一部又は

全部の項目について次の各号に掲げる、いずれかの書類の審査をもって省略することができるもの

とする。 

（1）新規による申請の場合の試作品については、国内の公的機関で実施した製品成績証明書 



（2）更新による申請のとき、公益社団法人日本下水道協会発行の自主検査・検査証明書の写し又は国

内の公的機関で実施した製品成績証明書（直近のもの） 

 

3 工場検査は、本市の製品を製造するための施設及び検査機器の設備が整っていることの確認検査

を行うものである。ただし、本市の承認があれば、一部又は全部の項目について書類審査をもって

省略することができるものとする。 

 

（採用決定） 

第 5条 本市は、第 3条に定める申請書類及び前条で定める採用検査の結果を審査し、採用又は不採用

を決定する。 

 

（採用期間） 

第 6 条 平成 18 年度及びこれに 3 を加算したごとの年度を基準年度とし、基準年度の開始の日から起

算して 3年間を採用期間とする。ただし、直近の基準年度の開始の日までに第 3条による申請があ

った場合は、その前日までとする。 

2 採用者が採用期間満了後も採用期間を更新しようとするときは、次条で定める申請をしなければ

ならない。 

 

（申請内容の変更及び採用期間の更新） 

第 7条 採用者は、第 3条により申請した内容に変更が生じたときは、第１号様式速やかに変更のため

の申請をしなければならない。 

2 採用期間を更新しようとする者は、第１号様式速やかに更新のための申請をしなければならない。 

3 申請内容の変更及び採用期間の更新手続については、第 3条及び第 4条の規定を準用する。 

 

（採用の取消し） 

第 8条 採用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本市はその採用決定を取り消すことができる。 

（1）第 2条第 1項各号に掲げる資格のいずれかを欠いたとき 

（2）申請内容に虚偽があったとき 

（3）その他採用を取り消すべき重大な事由が発生したとき 

 

（随時検査） 

第 9条 本市が必要と認めた場合は、随時に第 4条に定める検査を行うことができるものとする。 

 

（附  則） 

1 この要綱は、平成 18年 4月 1日から施行する。 

2 施行日前において、下水道用マンホール蓋採用要綱及び下水道用ブロック採用要綱により採用し

た者については、第 2条の規定にかかわらず、この要綱の施行日から起算して 2年を経過するまで

の間は、なお従前の例による。 

 

（附  則） 

  この要綱は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

 

（附  則） 

  この要綱は、平成 29年 12月 1日から施行する。 

 

（附  則） 

  この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


